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「
み
え
と
義
理
か
ら
く
る
ム

ダ
を
省
こ
う
」
を
合
言
葉
に
、

一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
一

月
、
宜
野
湾
市
新
生
活
実
践
協

議
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
協
議

会
に
は
各
自
治
会
長
や
婦
人
会
、

青
年
会
な
ど
が
出
席
し
、
婦
人

会
か
ら
は
新
生
活
運
動
の
実
践

を
要
望
す
る
意
見
が
出
さ
れ
ま

し
た
。
新
生
活
運
動
は
婦
人
会

を
中
心
に
展
開
し
、
各
行
事
の

簡
素
化
・
合
理
化
が
全
琉
的
に

奨
励
さ
れ
ま
し
た 。　

例
え
ば
、
結
婚
式
の
場
合
、

ご
祝
儀
は
一
ド
ル
以
内
に
す
る
、

記
念
品
や
お
土
産
は
廃
止
す
る
、

招
待
客
は
少
人
数
に
す
る
。
ま

た
正
月
行
事
は
旧
正
月
か
ら
新

正
月
に
一
本
化
し
、
お
年
玉
は

十
セ
ン
ト
以
内
に
す
る
、
料
理

や
飲
み
物
に
は
つ
と
め
て
県
産

品
を
使
う
こ
と
。
そ
の
他
に
は

時
間
を
厳
守
す
る
こ
と
な
ど
が

奨
励
さ
れ
ま
し
た
。
市
役
所
で

も
チ
ラ
シ
や
ポ
ス
タ
ー
を
配
布

し
、
立
て
看
板
を
設
置
す
る
な

ど
Ｐ
Ｒ
に
務
め
ま
し
た 。

　
し
か
し
、
新
生
活
運
動
は
、

す
ぐ
に
は
効
果
を
あ
げ
ら
れ
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。
本
島
中
部

地
域
の
場
合
、
時
間
厳
守
と
新

正
月
の
一
本
化
が
な
か
な
か
人

び
と
に
浸
透
し
な
か
っ
た
と
い

う
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す
。
宜
野

湾
市
民
の
中
か
ら
は
「
沖
縄
タ

イ
ム
か
ら
抜
け
切
れ
な
い
」「
新

正
月
対
策
の
施
し
よ
う
が
な
い
」

と
い
っ
た
意
見
も
み
ら
れ
ま
し

た
。
人
び
と
の
生
活
に
密
着
し

た
習
慣
の
根
強
さ
を
感
じ
さ
せ

ま
す       

。

　
宜
野
湾
市
で
は
、
市
民
の
皆
様
の
市
政
へ
の
参
加
を
推
進
し
、
よ
り
よ
い
街
づ
く
り

を
共
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、ご
意
見
・
ご
要
望
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

日
頃
、
市
政
に
対
し
て
抱
か
れ
て
い
る
提
言
、
要
望
な
ど
を
お
寄
せ
下
さ
い 。

●
新
生
児
の
戸
籍
謄
本
に
つ
い
て 　

　
海
外
在
住
者
で
す
。
こ
の
度
、
長

女
が
誕
生
し
、
大
使
館
に
て
出
生
届
を

提
出
し
ま
し
た 。　新生児は日本

国
籍
の
た
め
、
早
々

に
旅
券
及
び
滞
在
許
可
の
申
請
の
必
要

が
あ
り
ま
す 。　旅券申請

手
続
き
に
は
新
生
児
記

載
済
み
の
戸
籍
謄
本
が
必
要
と
の
こ
と 。

そ
こ
で
質
問
で
す
が
、
�
新
生
児
が
戸

籍
に
記
載
さ
れ
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に

す
れ
ば
確
認
で
き
る
の
か
。 　

�

�
戸
籍
謄
本
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば

入
手
で
き
る
の
か
教
え
て
い
た
だ
け
ま

す
で
し
ょ
う
か 。【市民課からの

回
答 】

　
国
外
で
出
生
・
国
籍
留
保
等
の
届

出
が
な
さ
れ
た
場
合
、
大
使
館
・
外

務
省
を
経
由
し
、
日
本
の
役
所
に
届

出
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
通
常
、
届
出

が
大
使
館
で
受
理
さ
れ
て
、
（
注
）
約
一

ヶ
月
後
に
役
所
に
届
き
、
戸
籍
記
載
に

一
〜
二
日
か
か
り
ま
す 。ご質 問�　イ、確認方法「

前
述
（
注
）
の

期
間
後
、
電
話
等
で
直
接
確
認
し
て

下
さ
い
。 」　ロ、確認

先
「
本
籍
地
の
市
町
村 」

ご
質 問
� 　　市民課の

窓
口
で
申
請
又
は
、
郵
送

に
よ
る
申
請
が
あ
り
ま
す 。

　
イ
、
窓
口
申
請
「
身
内
（
祖
父
母
、

父
母
、
同
一
戸
籍
内
の
親
族
等
）
か
ら

の
申
請
（
貴
方
の
本
籍
地
、
筆
頭
者
の

氏
名
等
確
認
）。
知
人
か
ら
の
申
請
（
貴

方
の
委
任
状
が
あ
れ
ば
可
）。 」

　
ロ
、
郵
送
に
よ
る
申
請
「
申
請
書
（
用

件
を
記
載
）、
返
信
用
の
切
手
代
金
約

二
六
〇
円
（
米
ド
ル
で
も
可
）
、
返
信

用
封
筒
を
同
封
し
て
郵
送
。 」

　
ハ
、
「
（
イ
・
ロ
）
と
も
戸
籍
謄
本
一

通
に
つ
き
四
五
〇

(円

米
ド
ル
で
も

)可

の
手
数
料
が
必
要
で
す
。 」

●
ハ
ン
タ
道
の
道
路
標
識
に
つ
い
て
　

　
上
原
の
ツ
タ
ヤ
裏
か
ら
中
原
方
面
へ

抜
け
る
道
、
ハ
ン
タ
道
っ
て
言
う
ん
で
し

た
っ
け
？
そ
こ
か
ら
登
又
方
面
へ
下
る
道

と
の
交
差
点
に
つ
い
て
で
す
が
、
道
路

標
識
が
な
く
優
先
が
分
か
り
に
く
い
で

す
。
登
又
方
面
か
ら
登
っ
て
く
る
車
、

中
原
方
面
か
ら
の
車
、
上
原
方
面
か
ら

の
車
、
国
道
か
ら
の
車
が
そ
れ
ぞ
れ
優

先
意
識
を
も
っ
て
お
り
、
飛
び
出
し
も

多
く
冷
や
冷
や
物
で
す
。
標
識
を
設

置
し
て
優
先
を
明
ら
か
に
す
る
等
の
方

法
は
と
れ
な
い
で
し
ょ
う
か 。

【
市
民
生
活
課
か
ら
の
回
答 】

　
交
通
道
路
標
識
に
つ
い
て
は
、
公
安

委
員
会
が
決
定
し
、
設
置
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
の
で
宜
野
湾
警
察
署
経
由
で
、

要
望
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す 

 

。

��

 問い合せ・納税相談は　納税課 893�� 4411 (ー  246内線 255)～

 納め忘れの市税がありましたら、 お早めに納付をお願いします！ 納期限内に納めら れないときは必ず 納税相談を！

※納税課では、滞納者に対して差押（不動産・

預貯金・給与・生命保険等）を行っています。

納付が困難な場合、必ず納税相談を行ってく

ださい。

 市税の納め忘れに注意  ！ 市税の納め忘れに注意  ！1 31月 日 17は平成  年
4度市県民税第  期分 の納期限です！
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「
宜
野
湾
市
史
」
へ
の
問
い
合 せ

　
教
育
委
員
会
文
化 課
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投書の仕  方

税金を納期限まで

に納付しない場合、

延滞金が加算され ます。

GINOWAN CITY


